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　市では、次の計画案等について、パブリック
コメント（意見公募手続き）により市民の皆さん
の意見を募集します。

①柏市感染症予防計画（案）
内 �感染症の予防などに関する計画を策定するもの
【閲覧開始日】　1月10日㈬
申 �2月9日㈮までに、3ページ下の必要事項と計画
案名・意見（様式は自由）を書いて、〒277−
0004柏下65−1　柏市役所保健予防課へ郵送
（必着）・ファクス・直接持参するか市のホーム
ページで

所 問 �保健予防課（ウェルネス柏3階）
　 7167−1254・FAX 7167−1732

③第２次柏市自殺対策計画（案）
内 �「誰もが自殺に追い込まれることのないまち・柏」についての計画を
策定するもの

【閲覧開始日】　1月22日㈪
申 ��2月20日㈫までに、3ページ下の必要事項と計画案名・意見（様式は
自由）を書いて、〒277−8505　柏市役所福祉政策課へ郵送（必着）で

所 問 �福祉政策課（市役所別館2階） 7167−1131・FAX 7164−3917

②第三期柏市地球温暖化対策計画（改訂）（案）
内 �第三期柏市地球温暖化対策計画を改訂するもの
【閲覧開始日】　1月15日㈪
申 �2月14日㈬までに、3ページ下の必要事項と計画案名・意見（様式は
自由）を書いて、〒277−8505　柏市役所環境政策課へ郵送（必着）・
ファクス・直接持参するか市のホームページで

所 問 �環境政策課（市役所本庁舎4階） 7167−1695・FAX 7163−3728

ご意見を募集します　パブリックコメント

　原油価格や食材費、光熱費など、物価の高止まりが続い
ています。そのような状況を受けて、11・12月補正予算では、
市民生活・事業者の負担軽減を図るため、物価高騰対策を
中心に予算を計上しました。

11・12月補正予算が決定11・12月補正予算が決定

住民税非課税世帯に住民税非課税世帯に
7万円の給付金を支給7万円の給付金を支給

事業費：30億6,557万円

申請
不要

共　通
【閲覧場所】

行政資料室（市役所本庁舎1階）、行政資料コーナー（沼南庁舎1階）、近隣センター、柏駅前行政サービスセン
ター、富勢出張所、保健予防課（①だけ）、環境政策課（②だけ）、福祉政策課（③だけ）、市のホームページ

【問い合わせ】【問い合わせ】　　財政課財政課 7167−1120・7167−1120・FAX 7167−12107167−1210

　物価高騰による家計への影響が特に大きい低所得世帯
に対して給付金を支給します。
【対象者】　令和5年12月1日時点で柏市に住民登録があ
り、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世
帯※課税者の扶養親族等だけの世帯は除く
【給付額】　1世帯当たり70,000円

柏市価格高騰支援給付
金（非課税世帯対象の3
万円の給付金）において
支給案内書が届いた世帯

左記以外の世帯

方法

手続き不要。1月5日㈮
から支給案内書を送付
※支給を辞退するか口
座情報を変更する場合
などは手続きが必要

4月19日㈮までに、確認
書に必要事項を書いて、
同封の返信用封筒で郵送
（当日消印有効）で※1月
18日㈭から確認書を送付

支給日 支給案内書に記載 確認書返送後、およそ1カ
月後に支給

◎�対象条件など、詳しくは市のホームページをご覧くだ
さい

問柏市価格高騰支援給付金コールセンター
　� 7165−0250（午前9時～午後5時。土・
日曜日、12月29日㈮～1月8日㈪を除く）・
FAX 7165−0256 市ホームページ

2カ月分の2カ月分の
水道基本料金を免除水道基本料金を免除

事業費：4億4,940万円

　物価高騰による経済的負担を軽減するため、11・12
月分に引き続き2カ月分の水道料金を免除します。
【対象月】　1月か2月のいずれかの検針分※検針は2カ月
に1回
【対象者】　柏市上下水道局と水道契約をしている使用者
※国・県・市等の施設を除く
【免除対象料金】　水道料金のうち基本料金の全額
ポイント
●�水道料金の従量料金と下水道使用料は対象外
●��納入通知書で支払っている場合は、基本料金を差し引
いた金額で請求

●��口座振替で支払っている場合は、口座振替時に基本料
金を差し引いた金額で引き落とし

問 �柏市上下水道局料金センター
　 7166−2191・FAX 7167−8035

11・12月分に引き続き
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【問い合わせ】
人事課 7167−1113・FAX 7166−6026

【問い合わせ】
人事課 7167−1113・FAX 7166−6026

【問い合わせ】
保険年金課 7191−2594・FAX 7167−8103

【問い合わせ】
健康増進課 7128−8166・FAX 7164−1263

　市では、来年度採用予定の職員を募集します。
■募集内容

職　種 登録人数 受験資格 職務内容
保育士
(中級)
※育児休
業代替任
期付職員

10人程度

児童福祉法に規定する
保育士登録簿に現に登
録されているか、令和6
年3月31日までに登録さ
れる見込みのかた

市立保育園・こ
ども発達セン
ターにおける児
童の保育等

【採用日】　4月1日以降
【試験日】　1月27日㈯
【試験会場】　市役所本庁舎
【申込期限】　1月19日㈮
◎申込方法など、詳しくは受験案内をご覧ください

　市では令和7年度採用に向けた、人事課職員による市の
業務や採用試験の説明、職員との懇談会などを行います。
市役所の仕事に興味のあるかたは、ぜひご参加ください。
時2月9日㈮午後2時～4時30分
所パレット柏
対 �大学卒業(見込み)以上のかた
申1月17日㈬までに、市のホームページで

市の任期付職員を募集

　   　柏市採用試験説明会を開催

　妊婦のかたは、申請することで産前産後期間の国民健康
保険料の免除を受けることができます。なお、柏市国民健
康保険出産育児一時金の支給対象者は申請不要です。

【免除期間】
出産月か出産予定月の前月～4カ月間※多胎妊娠の場合は
出産月か出産予定月の3カ月前～6カ月間
対  柏市国民健康保険の被保険者で、出産月・出産予定月が
令和5年11月以降のかた※妊娠85日以上の出産で、死産、
流産、早産を含む

【受付開始日】
1月1日㈪
※保険年金課(市役所本庁舎1階)・沼南支所(沼南庁舎1階)
の窓口での受け付けは1月4日㈭から
持国民健康保険証、母子健康手帳
◎�申請方法など、詳しくは市のホームページをご覧ください

　肺炎球菌は、のどや鼻に入る細菌で、中耳炎、気管支炎、
肺炎などを引き起こします。令和6年度以降は対象者が変更
となる予定ですので、希望するかたは早めに接種を済ませま
しょう。

【助成期間】　3月31日㈰までの接種分
■対象予防接種

①定期接種 ②任意接種

ところ 市内指定医療機関、県内接
種協力医療機関 市内指定医療機関

対象

接種時に柏市に住民登録が
あり、次のいずれかに該当す
るかた▶3月31日時点で65
～100歳の5歳刻みの年齢▶
60～64歳で、心臓・腎臓・呼
吸器の機能や、免疫の機能
障害1級に相当する※過去に
肺炎球菌ワクチンを接種し
たことがあるかたは対象外

接種時に柏市に住民
登録があり、次の条件
を全て満たすかた▶
65歳以上▶過去に自
治体で同予防接種の
助成を受けたことが
ない▶過去の肺炎球
菌ワクチンの接種回
数が１回以下

≪共通≫
【自己負担額】　3,000円
持 �健康保険証、予診票(①＝令和5年3月末までに対象者へ
発送済み②＝健康増進課へ電話で)

申 �事前に指定医療機関へ連絡の上、医療機関へ直接
◎�接種可能な医療機関など、詳しくは市のホームページを
見るかお問い合わせください

妊婦のかた向け
柏市国民健康保険料を免除

肺炎球菌予防接種費用の一部を助成

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

市ホームページ

大卒以上
向け

【問い合わせ】
パスポートセンター

7167−9001・FAX 7167−5001

　マイナンバーカードを使用して、有効期間内のパスポー
トの更新など一部の申請がオンラインで可能になります。

【開始日】　1月30日㈫
対 �次のいずれかに該当するかた▶パスポートの有効期間が
１年未満▶査証欄の余白が見開き3ページ以下
注意 �初めての申請、パスポートがすでに失効している、
戸籍上の氏名や本籍の都道府県に変更があった場合など
はオンライン申請の対象外

【申請方法】
スマートフォンとマイナンバーカードを使用してアプリ
「マイナポータル」で申請を※本人が窓口で受け取りを
◎申請方法など、詳しくは市のホームページをご覧ください

パスポート申請が
オンラインで可能に

市ホームページ

高齢者向け
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【問い合わせ】
所得税の確定申告＝柏税務署 7146−2321
市・県民税の申告＝市民税課 7167−1124・FAX 7167−3203

　令和5年分の所得税と復興特別所得税の確定申告書の提出・納付期間は、2月16日㈮～3月15日㈮です。期限を過ぎると加算
税等がかかることがありますのでご注意ください。

※�④＝明細書の記入内容の確
認のため、医療費等の領収
書は確定申告期限等から5年
間保存すること。各明細書
様式は市のホームページか
らダウンロード可

◆自宅等で作成した申告書の提出先

〒277−8522　柏税務署へ郵送（必着）か直接持参
◆次の内容は直接税務署へ相談を
▶雑損控除・寄付金控除等の申告▶令和5年分以外の申告▶
青色申告▶営業・農業・不動産などの収支計算を伴う所得の
申告▶土地・家屋・株式などの譲渡所得や損失の申告▶住宅
借入金等特別控除（住宅ローン控除）を受ける場合▶外国人
や死亡者の確定申告書の作成相談

区　分 内　容（令和5年中のもの）
収入金額が
分かるもの

①給与や公的年金等の源泉徴収票の原本
②支払調書等の原本（①以外の所得がある場合）

控除額が
分かるもの

③�保険料の控除証明書（国民年金保険料、生命保険料、地震保険料、旧長
期損害保険料）の原本
④�医療費控除・セルフメディケーション税制の明細書
⑤�国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度の保険料の領収書など
支払額が分かるもの
⑥障害者手帳など
⑦寄付金の受領証明書か領収書の原本

その他

⑧個人番号確認書類（マイナンバーカードか通知カード）
⑨本人確認書類
⑩ボールペン、電卓
⑪金融機関の口座番号（本人名義）が分かるもの※確定申告の場合だけ

確定申告の準備はお早めに

持ち物

内 �千葉県税理士会柏支部に登録している税理士による、次
の申告書の相談・作成▶給与・公的年金所得のかたの簡
易な申告▶市・県民税の申告※作成した申告書の受け付
け不可
と　き ところ 定　員 相談時間等
1月29日㈪ 南部近隣セン

ター
先着160人

午前9時～午後3時
30分
※整理券は午前8時
30分から配布。た
だし、当日の混雑
状況により整理券
配布の開始時間を
早める場合あり

1月30日㈫
各先着
150人1月31日㈬ ひまわりプラ

ザ

2月2日㈮ さわやかちば
県民プラザ 各先着

160人
2月5日㈪ 光ケ丘近隣セ

ンター2月6日㈫ 先着150人

税理士会による確定申告の無料相談

確定申告の注意事項 市・県民税申告書の提出について

【期間】　
2月16日㈮～3月15日㈮※土・日曜日、祝日を除く。ただし2
月25日㈰は開設
他 �▶�会場での作成には、アプリ「LINE（ライン）」による事前
予約か税務署で当日配布する整理券が必要

　▶�2月25日㈰は、国税の領収・電話相談・納税証明書の発
行等は不可

　▶柏税務署の駐車場は4月中旬まで使用不可
◎�予約方法など、詳しくは国税庁のホームペー
ジを見るか柏税務署へお問い合わせくださ
い

柏税務署に確定申告書作成会場を開設

国税庁ホームページ

申 �1月26日㈮に発送する申告書に必要事項を書いて、〒277
−�8505　柏市役所市民税課へ郵送で※収受印を押印した
控えが必要なかたは、住所・氏名（ふりがな）を書いて、
84円切手を貼った返信用封筒を同封

他 �▶市のホームページでも市・県民税申告書の作成可▶昨
年中に申告していても、令和5年度の申告が不要と見込
まれるかたなどへは発送しないため、申告書が必要な場
合は市民税課へ連絡を▶確定申告をするかたは市・県民
税の申告は不要
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　令和6年度における市直営駐輪場の定期利用の受け付けを開始します。申請は先着での受け付けとなります。また、申請内
容に不備や虚偽等がある場合は申請が無効となりますので、ご注意ください。

　市では、皆さんのご意見を把握してより良い広報事業を行うために、アンケートを行います。ご回答いただいたかたの中
から抽選で60人に、図書カード500円分をプレゼントします。皆さんのご意見をお待ちしています。

申 �1月10日㈬までに、はがきに3ページ下の必要事項とアン
ケートの回答を書いて、〒277－8505　
柏市役所広報広聴課へ郵送（必着）か市の
ホームページで※1人につき1回まで。当
選者の発表はプレゼントの発送をもって代
えさせていただきます

◆あなたについて
❶年代
　1.�10歳代以下　2.�20歳代　3.�30歳代　4.�40歳代　
　5.�50歳代　6.�60歳代　7.�70歳代　8.�80歳以上
❷性別
　1.�男性　2.�女性　3.�その他
❸職業
　1.�自営業　2.�会社員・公務員　
　3.�パートタイム・アルバイト　
　4.�主婦・主夫（�勤めていない）　5.�学生　6.�無職
❹柏市の在住年数
　1.�3年未満　2.�3～5年　3.�6～10年　
　4.�11～20年　5.�21年以上
◆市の情報発信について
❺�市の情報を入手するために、現在使っている媒体は何で
すか（複数回答可）
　1.�広報かしわ　2.�柏市オフィシャルホームページ
　3.�かしわメール配信サービス
　4.�柏市公式エックス（旧ツイッター）　5.�柏市公式LINE
　6.�SmartNews　7.�柏市くらしの便利帳

❻�市が発信する情報として、どのような情報がほしいです
か（複数回答可）
　1.�市の計画や事業の進み具合　2.�市内の講座やイベント
　3.�市長の考え・方針　4.�市内で起きた出来事やニュース
　5.�福祉や子育てなどの新しいサービス　
　6.�特産物や施設などの市の魅力
　7.�市民や団体の活躍　8.�市内のスポーツチームの活躍　
　9.その他
❼�❻の質問で、「 9.その他」を選んだかたに質問です。市の
どのような情報がほしいですか（自由回答）

❽�市の広報に対するご意見などがありましたらご記入くだ
さい（自由回答）

　指定管理者駐輪場の申請については、駐輪場によって申請形態・期間・方法等が異なり
ます。詳しくは各管理者へお問い合わせください。

指定管理者駐輪場 管理者
▶柏駅東口第一・第二・第三・第四・第五・第六
▶柏駅西口第一・第二・第四・第五・�第六・第七・第八

芝園開発
0120－021－005

▶南柏駅東口第一・第二
▶北柏駅南口第一・第二・第三

NCD
0120－3566－21

▶北柏駅北口第一・第二
▶豊四季駅南口第一、
　北口第一
▶新柏駅東口第一、
　西口第一・第二
▶増尾駅東口第一・第二、
　西口第一・第二

▶逆井駅東口第一、
　西口第一
▶高柳駅東口第一・
　第二・第三、
　西口第一
▶大津ケ丘
▶中ノ橋

■申請方法

オンライン
2月1日㈭午前9時～2月26日㈪正午に、市のホームページで
※支払いはクレジットカードかスマートフォン決済アプリ
「PayPay（ペイペイ）」だけ

希望する
駐輪場へ
直接

❶2月1日㈭午前6時から、各駅の代表駐輪場で配布する申請書
兼納付書を受け取る※大津ケ丘と中ノ橋は沼南支所（沼南庁舎
1階）で配布❷コンビニで使用料を納付❸申請書と領収書を代
表駐輪場へ持参

令和6年度　市直営駐輪場の受け付けを開始

広報に関するアンケートにご協力を

【問い合わせ】
自転車対策室 7167−1304・FAX 7160−1788

市ホームページ

アンケートの
回答はこちら

指定管理者駐輪場の申請方法は場所により異なります

市直営駐輪場先着順

60人に
図書カードを
プレゼント！


